
顧問弁護士のご案内

　企業活動において生じる人事労務や取引先とのトラブル、経営拡大・新規事業
によって生ずる新たなリスク。弁護士法人リーガルプラスは、「適正な価格」で社
内事情・業界をよく知る弁護士が、スピーディーに対応いたします。

【対応業種】介護・医療機関、保険代理業、飲食業、販売業、IT関連業、建築・
内装業、製造業　など

（オンライン対応）セミナー講師派遣のご案内

取り扱い業務のご案内
　リーガルプラスでは、交通事故、労災事故、相続トラブル、離婚、借金問題、企業
法務などの法律問題について、各地域で対応しています。まずはお気軽に、お近く
の事務所へご相談ください。

　リーガルプラスでは、ご希望に沿ったテーマでの社内セ
ミナーや、勉強会の講師派遣を承っております。
　近年、法令遵守の徹底や、それに伴うガバナンスの強
化、ハラスメントの予防・体制作りといった点に意識を持
たれる企業も多くなってきました。企業が抱えるさまざま
な問題について、弁護士が社内セミナーの講師として、研修を通じてコンプライア
ンス意識の向上や、労務管理のレベルアップを支援します。

【受付】 
TEL：03-6265-1686（平日 9：30〜18：00）

E-mail : mail@bengoshi-lp.com
講演研修テーマ・費用などお気軽にお問い合わせください。

【東京法律事務所】 TEL：03-6265-1817

【船橋法律事務所】TEL：047-407-4680【津田沼法律事務所】 TEL：047-409-6371

【柏法律事務所】TEL：04-7197-3401

【成田法律事務所】TEL：0476-20-3031

【渋谷法律事務所】TEL：03-6427-1651 【上野法律事務所】TEL：03-5834-3075

【千葉法律事務所】TEL：043-301-6761

【市川法律事務所】TEL：047-712-5100

【かしま法律事務所】TEL：0299-85-3350

今回は、事業場外みなし労働時間制について、ご説明します。

A　事業場外みなし労働時間制は、労働者が労働時間の全部又
は一部について事業場外で業務に従事し、かつ、労働時間を算
定し難い場合に、一定の時間を労働したものとみなすことがで
きる制度です（労働基準法第38条の2）。本来、使用者には労働
者の労働時間を算定する義務がありますが、事業場外みなし労
働時間制が適用されると、この義務が免除され、実労働時間に
かかわらず一定の労働時間を労働したものとみなすことができ
るようになります。この制度を適用することで、使用者は労働
時間算定の負担を減らすことができます。

A　昭和63年の行政通達において、
①何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメ
ンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合②事業場外で
業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者
の指示を受けながら労働している場合③事業場において、訪問
先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場
外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合
など、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具
体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定
が可能とされています。②は、現代では携帯電話に置き換えて
理解することができます。
阪急トラベルサポート事件（最高裁平成26年1月24日判決）
では、海外旅行の添乗員の業務について、旅行日程が定められ
業務の内容があらかじめ具体的に確定されており添乗員の裁量
が少ないこと、パンフレットや日程表などで目的地や観光の内

事業場外みなし労働時間制とは何ですかQ

どのような場合に「労働時間を算定し難い」との要件が
否定されますかQ

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

事業場外みなし労働時間制について
容・手順が示されていること、添乗員のマニュアルにより具体
的な業務が示されていること、携帯電話を所持して常時電源を
入れておき旅行日程の変更が必要な場合には会社に報告して指
示を受ける必要があること、添乗日報によって会社へ業務状況
の詳細かつ正確な報告が求められていること等の事情が指摘さ
れ、「労働時間を算定し難い」との要件が否定されました。

A　現代では携帯電話を持ち歩くのが通常のところ、事業場外
みなし労働時間制の適用の判断において、使用者が貸与する携
帯電話の存在がよく問題となります。
協同組合グローブ事件（最高裁令和6年4月16日判決）では、

使用者から従業員に対して携帯電話を貸与していましたが、携
帯電話による随時の指示報告の事実はなかったとの認定がされ、
貸与携帯電話の存在は労働時間を算定可能とする要素として取
り上げられませんでした。
先述の通り、阪急トラベルサポート事件では、携帯電話を所

持して常時電源を入れておき状況に応じて会社に報告して指示
を受ける必要があることが、労働時間を算定可能とする要素と
して取り上げられています。
重要なことは、携帯電話によって随時の使用者の指示がされ

ているか否かの点であるといえます。

【市川法律事務所】
所属弁護士：村田　羊成（むらた　よしなり）

中央大学法学部卒業、中央大学法科大学院修了。弁護士登録
後は主に、交通事故、労災事故、相続、離婚・不貞問題、中小
企業法務（労務問題）を中心に活動を行い、ご依頼者様の人生
やビジネスに立ちはだかる困難を取り除き、解決するために奔
走している。好きな言葉は「学ぶとはいかに自らが知らざるか

を知ること」。

プロフィール

使用者が携帯電話を貸与している場合、「労働時間を算
定し難い」との要件は否定されますかQ
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経営計画発表会報告
リーガルプラスの全弁護士とスタッフが一堂に会し、

2026年経営計画発表会を行いました。発表会はリー
ガルプラスのメンバーが昨年を振り返り、今年の活動
目標を改めて認識することで組織としての成長を目的
としています。
また会の後半では表彰式を行い、弁護士の活動実績

に基づくMVP表彰や実績表彰の他、今回は総勢6名
のメンバーが永年勤続での表彰となりました。

2025年MVP賞受賞の宮崎弁護⼠

事案
Aさんは、自転車に乗って交差点を横断しようとしたところ、
対面から右折してきた自動車と接触し、転倒してしまいました。
Aさんは、本件事故により、腰椎捻挫・右下腿挫傷の傷害を負い、
約6か月間治療を継続しました。しかし、Aさんの右足には、痛
みや痺れが残ってしまいました。

Aさんは、加入していた自動車保険に弁護士費用特約が付帯
していたこともあり、弁護士に依頼し、後遺障害の申請手続を
進めてもらいました。しかしながら、自賠責保険の認定手続で
は、被害者請求・異議申立てのいずれにおいても、Aさんの右
足の痛み・痺れは後遺障害に認定されませんでした。
そこで、Aさんから依頼を受けていた弁護士は、自賠責保険・

共済紛争処理機構に対し、紛争処理申請をし、再度、右足の痛み・
痺れが後遺障害に該当するかの判断をしてもらうことにしまし
た。その結果、Aさんの右足の痛み・痺れは、後遺障害等級第
14級9号に該当すると判断されました。
その後、弁護士は、任意保険会社と交渉をし、自賠責保険金
を含め、Aさんは、約350万円の賠償金を獲得することができま
した。

1　後遺障害とは？
後遺障害とは、症状固定（治療を継続してもこれ以上症状の
改善が見込めない状態）後に残存した症状のことをいいます。
もっとも、交通事故の損害実務においては、仮に後遺障害があっ
たとしても、後遺障害として認定をされなければ逸失利益や後
遺障害慰謝料を請求することはできません。

2　後遺障害の認定手続について
後遺障害の認定手続には、①事前認定（相手方加入の任意保
険会社が認定を行うもの）、②被害者請求（被害者が、相手方加
入の自賠責保険に保険金請求を行うもの）があります。いずれ
についても、認定結果に納得がいかない場合には、異議申立て
という不服申立ての手続を行うことができます。
そして、異議申立ての結果にも納得がいかない場合には、訴
訟を提起した上で裁判所に認定をしてもらうか、自賠責保険・
共済紛争処理機構に対し、紛争処理申請を行うなどといった方
法があります。

3　自賠責保険・共済紛争処理機構とは？
自賠責保険・共済紛争処理機構とは、自賠責保険や共済から

の支払いに関する紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保
護を図るための事業を行う一般財団法人です。
弁護士、医師、学識経験者などの専門家である紛争処理委員

が、中立的な立場から自賠責保険・共済の支払い内容が適切か
どうかを紛争処理委員会にて審査し、結果を調停文書として通
知します。
自賠責保険会社・共済は調停結果に従う義務がありますので、

自賠責保険・共済紛争処理機構により後遺障害が認定されれば、
自賠責保険会社・共済は逸失利益や後遺障害慰謝料を支払わな
ければなりません。

4　おわりに
実際には後遺障害が残っているにもかかわらず、後遺障害と

して認定されるかどうかで、賠償金の額大きく変わってしまし
ます。
保険会社の後遺障害認定の結果について納得がいかない場合

には、まずは弁護士にご相談いただければと思います。

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

【東京法律事務所】 TEL：03-6265-1817

【船橋法律事務所】TEL：047-407-4680【津田沼法律事務所】 TEL：047-409-6371

【柏法律事務所】TEL：04-7197-3401

【成田法律事務所】TEL：0476-20-3031

【渋谷法律事務所】TEL：03-6427-1651 【上野法律事務所】TEL：03-5834-3075

【千葉法律事務所】TEL：043-301-6761

【市川法律事務所】TEL：047-712-5100

【かしま法律事務所】TEL：0299-85-3350

交通事故解決事例

【船橋法律事務所】
所属弁護士：西池　峻矢（にしいけ　しゅんや）

早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。
弁護士登録以降、「自身が勉強した法律を使って、法的な紛争
で苦しんでいる人々を助けてあげたい」という気持ちを胸に、
交通事故や一般民事、家事事件などの分野で活動を行う。趣
味は野球やラグビーなどのスポーツ観戦、好きな言葉は「意志

あるところに道は開ける」。

プロフィール

リーガルプラスでは、中小企業法務から個人法律トラブルまで、各地域で対応
しています。交通事故に関する相談件数は、千葉県を中心に年間1,000件以上
の実績※がございます。まずはお気軽に、お近くの事務所へご相談ください。
※2025年1月1日～12月31日


